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１３．企業独自手数料を設定するには 

  総合振込・都度振込の手数料先方負担明細に適用する企業独自手数料を設定する手順は 

  次の通りです。 

  ≪業務の流れ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．メイン画面より先方負担手数料設定を選択する 

メイン画面より「先方負担手数料設定」を選択していただきます。 

企業独自手数料の設定が可能な企業が表示されますので、手数料先方負担

明細に適用する企業独自手数料の設定を行います。 

１．利用者がログインを行う 

企業独自手数料設定を行う利用者がログインします。 

⇒≪P3-13-2≫ 

３．手数料先方負担時の企業独自手数料設定を行う 
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 ≪詳細手順≫ 

 企業独自手数料設定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① グローバルメニューから【手数料照会】を 

  クリックします。 

 

② サブメニューまたはご利用メニューから 

  【先方負担手数料設定】をクリックします。 

 

③ 企業独自手数料設定が可能な企業が表示さ 

  れますので、企業独自先方負担手数料の設 

  定を行う企業を選択します。 

 

④     をクリックします。 選択 

 

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュ 

 ー上のリンクが外れ選択が行えません。ま 

 た、ご利用メニュー上は「※利用権限があ 

 りません」と表示し、選択が行えません。 
 →「第３章 １９．（３）利用権限変更」 

  参照 

 

メモ 

 

★表示される企業は、ログインしたお客様Ｉ 

 Ｄでご利用いただける企業の会社コードの 

 みとします。 

 

メモ 
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（ア） 

（イ） 

⑤ 手数料照会画面が表示されます。 

 

（ア）企業情報が表示されます。 

 

（イ）手数料先方負担時に適用する企業独自手 

   数料を設定します。 

 

 

★    をクリックすると、③の企業選択  
 画面に戻ります。 

メモ 

戻る 

（ウ） 

⑥ 登録完了画面が表示され、企業独自手数料 

  の設定が完了します。 

 

（ウ）    をクリックします。 

 
登録 

 

★総合振込契約がある場合は総合振込の手数 
 料項目、都度振込契約がある場合は都度振 
 込の手数料項目を設定する画面が表示され  
 ます。 

 

メモ 

⑦ 先方負担手数料設定をクリックすると、企
業選択画面に戻ります。 

 


